
山梨県後期高齢者医療広域連合告示第 8 号 

 

 地方自治法第 243 条の 3 第 1 項及び山梨県後期高齢者医療広域連合「財

政事情」の作成及び公表に関する条例に基づき、平成 22 年 10 月１日から

平成23年 3月 31日までの本広域連合の財政事情を次のように公表します。 

 

  平成 23 年 6 月１日 

 

山梨県後期高齢者医療広域連合長  堀内 茂   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



山梨県後期高齢者医療広域連合の財政状況 

 

 平成 22 年度予算の平成 23 年 3 月 31 日現在における一般会計及び特別

会計の執行状況を次のとおりお知らせします。 

 なお、歳入の収入済額及び歳出の支出済額は、平成 23 年 4 月 1 日から 5

月 31 日までの出納整理期間における収入額及び支出額を含む決算とは異

なります。      

 

 

1．平成 22 年度歳入歳出予算の執行状況 

 

（1）一般会計 

 

歳入 （単位：円）

区  分 予算現額（Ａ） 収入済額（Ｂ） 収入率（Ｂ/Ａ）

分担金及び負担金 490,225,000 489,888,012 99.93%

国庫支出金 650,000 590,485 90.84%

県支出金 650,000 590,485 90.84%

財産収入 920,000 777,327 84.49%

繰越金 28,037,000 28,037,332 100.00%

諸収入 401,000 255,882 63.81%

合　　計 520,883,000 520,139,523 99.86%

   

歳出 （単位：円）

区  分 予算現額（Ａ） 支出済額（Ｂ） 執行率（Ｂ/Ａ）

議会費 1,230,000 64,422 5.24%

総務費 156,234,000 127,805,731 81.80%

民生費 342,262,000 1,180,970 0.35%

諸支出金 14,940,000 14,808,800 99.12%

予備費 6,217,000 0 0.00%

合　　計 520,883,000 143,859,923 27.62%

 



（2）後期高齢者医療特別会計 

 

歳入 （単位：円）

区  分 予算現額（Ａ） 収入済額（Ｂ） 収入率（Ｂ/Ａ）

市町村支出金 13,428,651,000 12,128,043,862 90.31%

国庫支出金 28,387,814,000 26,943,569,204 94.91%

県支出金 6,903,316,000 6,851,521,765 99.25%

支払基金交付金 34,796,288,000 31,703,883,627 91.11%

特別高額医療費共同事業交付金 6,325,000 8,215,854 129.89%

財産収入 1,024,000 1,022,435 99.85%

繰入金 1,498,974,000 865,092,970 57.71%

繰越金 1,497,427,000 1,497,427,009 100.00%

県財政安定化基金借入金 1,000 0 0.00%

諸収入 100,005,000 121,536,652 121.53%

合　　計 86,619,825,000 80,120,313,378 92.50%

   

歳出 （単位：円）

区  分 予算現額（Ａ） 支出済額（Ｂ） 執行率（Ｂ/Ａ）

総務費 343,439,000 304,388,845 88.63%

保険給付費 84,229,327,000 77,177,402,651 91.63%

県財政安定化基金拠出金 77,000,000 77,000,000 100.00%

特別高額医療費共同事業拠出金 6,080,000 5,955,530 97.95%

保健事業費 72,745,000 50,000 0.07%

基金積立金 1,378,127,000 629,411,156 45.67%

公債費 1,500,000 0 0.00%

諸支出金 509,606,000 499,293,649 97.98%

予備費 2,000,000 0 0.00%

合　　計 86,619,824,000 78,693,501,831 90.85%

 

  



2．平成 22 年度広域連合における各組織市町村の負担金の概要 

 

（1）一般会計 

（単位：円） （単位：人）

市町村名 負担金（共通経費） 負担金（追加設備） 総人口 後期高齢者人口

甲府市 101,724,000 79,152 198,444 25,056

富士吉田市 26,726,000 52,805 5,833

都留市 18,127,000 32,480 4,082

山梨市 22,672,000 38,302 5,622

大月市 18,163,000 29,056 4,527

韮崎市 17,221,000 32,072 3,681

南アルプス市 36,509,000 74,169 8,045

北杜市 30,200,000 49,694 7,954

甲斐市 32,034,000 74,329 5,793

笛吹市 37,050,000 72,029 8,582

上野原市 15,904,000 27,083 3,647

甲州市 22,015,000 79,152 35,741 5,614

中央市 15,187,000 79,152 31,882 2,690

市川三郷町 12,661,000 127,980 18,029 3,160

早川町 3,025,000 1,345 437

身延町 13,120,000 15,406 3,716

南部町 8,015,000 39,576 9,470 1,908

富士川町 11,520,000 17,082 2,709

昭和町 8,766,000 17,797 1,246

道志村 2,921,000 1,977 306

西桂町 4,069,000 4,783 528

忍野村 5,424,000 9,004 677

山中湖村 4,545,000 6,117 599

鳴沢村 3,327,000 3,197 356

富士河口湖町 13,718,000 26,096 2,680

小菅村 2,421,000 844 198

丹波山村 2,419,000 708 214

合計 489,483,000 405,012 879,941 109,860

  

 



※均等割 10％、人口割 45％、後期高齢者人口割 45％で算定しています。 

※人口は、平成 22 年 3 月 31 日現在の住民基本台帳及び外国人登録原票

により仮算定しています。なお、後期高齢者人口は、75 歳以上です。 

※追加設備は、基準設備を超えて広域電算システム機器を設置した市町

村が負担するものです。 

  



（2）後期高齢者医療特別会計 

 

（単位：円）

市町村名 保険料負担金 療養給付費負担金 基盤安定負担金

1 甲府市 1,464,900,000 1,521,800,000 88,200,000

2 富士吉田市 225,400,000 350,800,000 23,800,000

3 都留市 174,800,000 223,300,000 15,800,000

4 山梨市 228,000,000 381,400,000 22,000,000

5 大月市 185,500,000 265,100,000 17,500,000

6 韮崎市 156,600,000 215,200,000 14,800,000

7 南アルプス市 295,600,000 464,200,000 31,600,000

8 北杜市 297,200,000 441,000,000 131,288,010

9 甲斐市 311,000,000 349,300,000 20,100,000

10 笛吹市 366,500,000 544,800,000 124,693,784

11 上野原市 170,900,000 192,100,000 13,200,000

12 甲州市 233,800,000 322,300,000 20,400,000

13 中央市 120,700,000 153,900,000 10,100,000

14 市川三郷町 109,700,000 169,600,000 12,700,000

15 早川町 13,100,000 28,700,000 2,100,000

16 身延町 130,900,000 212,900,000 61,468,502

17 南部町 74,800,000 111,800,000 27,161,798

18 富士川町 101,000,000 148,400,000 10,900,000

19 昭和町 77,400,000 70,100,000 4,300,000

20 道志村 12,600,000 15,800,000 4,208,095

21 西桂町 17,400,000 33,600,000 8,957,159

22 忍野村 22,700,000 36,900,000 2,800,000

23 山中湖村 41,800,000 35,000,000 1,500,000

24 富士河口湖町 108,300,000 151,400,000 10,000,000

25 鳴沢村 13,600,000 15,200,000 5,698,098

26 小菅村 3,340,000 9,900,000 900,000

27 丹波山村 5,100,000 10,800,000 3,928,416

合計 4,962,640,000 6,475,300,000 690,103,862

 

 

 



3．財産、地方債及び一時借入金の現在高 

 

○広域連合の所有する財産の現在高 

・基金 

財政調整基金            71,137,404 円 

後期高齢者医療制度臨時特例基金 1,362,801,336 円 

後期高齢者医療給付基金       582,180,435 円 

 

○一時借入金及び地方債の借入状況 

・一時借入金 

平成 22 年 10 月１日から平成 23 年 3 月 31 日までの間に一時借入

金はありません。 

・地方債（広域連合債） 

平成 23 年 3 月 31 日現在で地方債の借入はありません。 

 

 


